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規則 
○ 埼玉県地球温暖化対策推進条例施行規則の一部を改正する規則（温暖化対策課） 

○ 衛生試験検査に関する規則の一部を改正する規則（保健医療政策課） 

○ 埼玉県警察組織規則の一部を改正する規則（警務課） 

告示 
○ 救急病院等の申出（医療整備課） 
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○ 宅地建物取引業者の聴聞（建築安全課） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（越谷建築安全センター） 

 

 



規

則 

埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
第
二
号
」
を
「
第
十
五
条
第
二
号
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
第
二
十
一
条
第
三
号
」
を
「
第
十
五
条
第
三
号
」
に
、
「
卓
上
ス
タ
ン
ド
用
け

い
光
灯
器
具
」
を
「
卓
上
ス
タ
ン
ド
用
蛍
光
灯
器
具
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
二
十
一
条

第
四
号
」
を
「
第
十
五
条
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
十
一
条
第
十
号
」
を
「
第

十
五
条
第
十
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
二
十
一
条
第
十
一
号
」
を
「
第
十
五
条
第
十
一

号
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
二
十
一
条
第
十
六
号
」
を
「
第
十
五
条
第
十
六
号
」
に
改
め

る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



注
 

ア
ン

モ
ニ
ア

態
窒

素
は

、
水

道
法

（
昭

和
３

２
年

法
律

第
１

７
７

号
）

の
水

質
基

準
の

項
 

 
目

で
は

な
く
、

し
尿

汚
染

の
指

標
と

し
て

位
置

付
け

ら
れ

て
い

る
。

 

「 

「 

ジ
ク

ロ
ロ

酢
酸
 

 
 

 
m
g
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0
.
0
4
㎎

 

 

を 

に
、 

規

則 

衛
生
試
験
検
査
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
十
三
号 

 
 

 

衛
生
試
験
検
査
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

衛
生
試
験
検
査
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
二
号
（
四
）
中
「 

 
」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

   

様
式
第
二
号
（
五
）
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

   

様
式
第
二
号
（
九
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
前
の
衛
生
試
験
検
査
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所 

 

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

」 

」 

に
、 

「 

ジ
ク

ロ
ロ

酢
酸
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0
.
0
3
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／
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以

下
 

 

砒
ひ

素
 

ヒ
素

 

砒
ひ

素
 

ヒ
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／
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以

下
 

 

を 
ト

リ
ク

ロ
ロ

酢
酸

 
 

 
 

m
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0
.
0
3
㎎

／
ℓ
以
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 」 

に
改
め
る
。 

ℓ
 

0
.
2
㎎

／
ℓ
以

下
 

 

を  「 

に
改
め
る
。 

「 

「 

フ
タ

ル
酸

ジ
（

2
‐

エ
チ

ル
ヘ

キ
シ

ル
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m
g
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ト
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ク
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ロ
酢

酸
 

 
m
g
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「 
」 

水
源

の
名

称
（

原
水

の
場

合
だ

け
記

入
す

る
こ

と
）

 

 

「 

」 
水

源
の

名
称

 

 

「 

」 

」 

0
.
1
㎎

／
ℓ
以

下
 

 

フ
タ

ル
酸

ジ
（

2
‐

エ
チ
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0
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／
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以

下
 

 



規  則 

埼玉県警察組織規則の一部を改正する規則をここに公布する｡ 

平成29年３月21日 

                     埼玉県公安委員会委員長 木 村 健 司 

埼玉県公安委員会規則第４号 

   埼玉県警察組織規則の一部を改正する規則 

 埼玉県警察組織規則（昭和50年埼玉県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第23条中第３号及び第４号を削り、第５号を第３号とする。 

第50条第８号中「東京オリンピック・パラリンピック警備対策室」を「オリンピック・パラ

リンピック・ラグビーワールドカップ警備対策室」に改める。 

第63条の３の見出しを「（オリンピック・パラリンピック・ラグビーワールドカップ警備対

策室）」に改め、同条第１項中「東京オリンピック・パラリンピック警備対策室」を「オリン

ピック・パラリンピック・ラグビーワールドカップ警備対策室」に改め、同条第２項各号列記

以外の部分中「東京オリンピック・パラリンピック警備対策室」を「オリンピック・パラリン

ピック・ラグビーワールドカップ警備対策室」に改め、同項各号中「2020年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会」の次に「及びラグビーワールドカップ2019」を加える。 

   附 則 

 この規則は、平成29年４月１日から施行する。 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号 

 
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
病
院
を
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第

八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
と
し
て
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
日
に
認
定
し
、

そ
の
有
効
期
限
を
同
表
の
下
欄
の
と
お
り
と
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

堀
ノ
内
病
院 

  

医
療
法
人
社
団
草
芳
会
三
芳

野
第
２
病
院 

自
治
医
科
大
学
附
属
さ
い
た

ま
医
療
セ
ン
タ
ー 

医
療
法
人
一
成
会
さ
い
た
ま

記
念
病
院 

医
療
法
人
財
団
ヘ
リ
オ
ス
会

ヘ
リ
オ
ス
会
病
院 

医
療
法
人
財
団
聖
蹟
会
埼
玉

県
央
病
院 

北
里
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン

タ
ー 

大
谷
整
形
外
科
病
院 

 

医
療
法
人
社
団
桜
友
会
所
沢

ハ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

小
林
病
院 

 

医
療
法
人
花
仁
会
秩
父
病
院 

 
 

 
 

 

名 

称 
 

 
 

 
 

病
院
及
び
診
療
所 

 
埼
玉
県
新
座
市
堀
ノ
内
二
丁
目
九
番

三
十
一
号 

 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
大
原
二
丁
目
一

番
地
十
六
号 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
天
沼
町

一
丁
目
八
百
四
十
七
番
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
宮
下

字
西
百
九
十
六
番
地 

埼
玉
県
鴻
巣
市
広
田
八
百
二
十
四
番

地
の
一 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
千
七
百
二

十
六
番
地 

埼
玉
県
北
本
市
荒
井
六
丁
目
百
番
地 

 

埼
玉
県
東
松
山
市
大
字
下
野
本
五
百

十
七
番
地 

埼
玉
県
所
沢
市
上
新
井
二
丁
目
六
十

一
番
地
の
十
一 

埼
玉
県
入
間
市
大
字
宮
寺
二
千
四
百

十
七
番
地 

埼
玉
県
秩
父
市
和
泉
町
二
十
番 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 
 

 

平

成

三

十

二

年

三

月

十

九

日 同
右 

 

同
右 

 
同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

同
右 

 

有
効
期
限 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号
で
告
示
し
た
さ
い
た
ま
都
市
計
画
公
園
事
業
（
さ
い
た
ま

市
施
行
）
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

二 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
号 

 
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日 

二 

免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名 

 
 

髙
橋 

利
行 

三 

前
号
に
掲
げ
る
者
の
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
別 

 
 

二
級
建
築
士 

四 

第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
登
録
番
号 

 
 

第
二
七
四
三
四
号 

五 

免
許
取
消
し
の
理
由 

 
 

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
処

分
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

聴
聞
を
次
の
と
お
り
公
開
で
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

聴
聞
の
日
時
及
び
被
聴
聞
者 

二 

聴
聞
の
場
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
二
番
二
十
四
号 

 
 

埼
玉
教
育
会
館 

三
〇
五
会
議
室 

 

平
成
二
十
九
年

四
月
二
十
日
午

後
一
時
三
十
分 

 

聴

聞

の

日

時 

有
限
会
社
オ
ー

ク
リ
エ
イ
ト 

 

被
聴
聞
者
の
商 

号
又
は
名
称 

大
川
内
叔
久 

被
聴
聞
者
の
氏
名
（
法

人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名
） 

埼
玉
県
三
郷
市
三
郷
二

丁
目
２
番
地
１
９
サ
ク

セ
ス
ビ
ル
三
〇
二 

被
聴
聞
者
の
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地 

 
 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
九
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

渡 

辺 

賢 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
八
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
八
〇
〇
二
六
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
五
日 

 
 

越
建
セ
第
四
八
〇
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
百
間
四
丁
目
三
百
一
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十
六
番
十
一
号 

 
 

一
建
設
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

堀
口 

忠
美 


	Kenpo2884
	t2884_20170321-001i5892comp
	t2884_20170321-002i5853comp
	t2884_20170321-003i5816comp
	t2884_20170321-004i5854comp
	t2884_20170321-005i5848comp
	t2884_20170321-006i5897comp
	t2884_20170321-007i5901comp
	t2884_20170321-008i5893comp

